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令和元年10月31日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・今年度策定・改定を予定している主な計画に

ついて

第２期宮崎県子どもの貧困対策推進計画

宮崎県再犯防止推進計画

医師確保計画・外来医療計画

宮崎県水道ビジョン

宮崎県社会的養育推進計画（仮称）

・幼児教育・保育の無償化開始後の状況等につ

いて

・幼児教育・保育の無償化に伴う市町村の給食

費の助成状況について

・令和元年度宮崎県結婚・子育て意識調査結果

の概要について

出席委員（８人）

委 員 長 岩 切 達 哉

副 委 員 長 内 田 理 佐

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 西 村 賢

委 員 右 松 隆 央

委 員 二 見 康 之

委 員 満 行 潤 一

委 員 河 野 哲 也

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

福祉保健部次長
木 原 章 浩

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
和 田 陽 市

（保健・医療担当）

こども政策局長 村 上 悦 子

福 祉 保 健 課 長 小 川 雅 彦

指導監査・援護課長 林 謙 二

医 療 薬 務 課 長 小 牧 直 裕

薬 務 対 策 室 長 山 下 明 洋

国民健康保険課長 長谷川 新

長 寿 介 護 課 長 矢 野 慶 子

医 療 ・ 介 護
佐 藤 彰 宣

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 丸 山 裕太郎

衛 生 管 理 課 長 木 添 和 博

健 康 増 進 課 長 川 越 正 敏

感染症対策室長 有 村 公 輔

こども政策課長 児 玉 浩 明

こども家庭課長 橋 本 文 人

事務局職員出席者

政策調査課主幹 花 畑 修 一

議事課主任主事 増 本 雄 一

○岩切委員長 ただいまから厚生常任委員会を

開会いたします。

本日の委員会の日程についてであります。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時０分休憩

令和元年10月31日(木)
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午前10時３分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

それでは、報告事項について説明を求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明が終了した

後にお願いをいたします。

○渡辺福祉保健部長 おはようございます。福

祉保健部でございます。

本日の委員会に先立ちまして、まずお礼を申

し上げさせていただきたいと思います。

昨日開催いたしました、令和元年度の宮崎県

社会福祉大会におきまして、岩切委員長初め、

委員の皆様にも御参加いただきまして、ありが

とうございました。

おかげさまをもちまして盛況に終了すること

ができました。改めてお礼を述べさせていただ

きたいと思います。

説明事項については、座って説明させていた

だきます。

委員会資料をおめくりいただきまして、目次

をごらんいただければと思います。

本日の報告事項は、委員から御要望のありま

した項目のほか、調査結果の報告が１件、全部

で４件ございます。

まず、今年度策定・改定を予定しております、

第２期宮崎県子どもの貧困対策推進計画のほか、

４つの計画につきまして、現行計画の評価や次

期計画に向けた取り組みの方向性等を御説明さ

せていただきます。

次に、10月１日から始まりました幼児教育・

保育の無償化につきまして、無償化開始後の状

況と、無償化に伴う市町村の給食費助成状況に

ついて、本県の現状を御説明いたします。

最後に、令和元年度宮崎県結婚・子育て意識

調査につきまして、調査結果がまとまりました

ので御報告いたします。

詳細につきましては、担当課長から御説明さ

せていただきますので、どうぞよろしくお願い

いたします。

以上でございます。

○小川福祉保健課長 常任委員会資料の１ペー

ジをごらんください。

第２期宮崎県子どもの貧困対策推進計画でご

ざいます。

初めに、３のアンケート調査等の概要でござ

います。

（１）のアンケート調査ですが、平成31年３

月に市町村や教育委員会、社会福祉協議会、子

ども食堂などの民間134団体を対象に行ってお

り、回答率が93.3％となっております。

主な回答について御説明いたします。

教育の支援では、学校を窓口とした福祉機関

等との連携で、75団体が非常に有効であると回

答がありました。

２番目は、生活困窮世帯への学習支援が67団

体となっております。

次に、生活の支援でございますが、保護者の

自立支援が67団体、54％で非常に有効であると

回答がありました。

２番目は関係機関の連携が60団体となってお

ります。

保護者に対する就労の支援ですが、親の就労

支援が42団体、就労機会の確保が39団体となっ

ております。

経済的支援でございますが、生活保護世帯の

子供の進学時の支援が34団体、教育扶助の支給

給付が20団体となっております。

２ページをごらんください。

（２）の市町村計画の調査でございます。

これまでに10の市町村が計画を策定しており
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まして、子どもの貧困対策は地域に一番身近な

市町村において、施策を進めることが重要であ

りますので、今回、それぞれの市町村が計画に

おける課題や支援内容を調査した結果を集約し

たものでございます。

上から３段目の主な課題としましては、家庭

の生活困難な状況が子供の育ちに影響している、

支援制度の周知が十分に行われていない、地域

において家庭の状況を把握することが困難な状

況にあるなどとなっております。

また、必要とされる支援は、生活や学習等に

課題を抱える子供の学習支援、子供に関する相

談を包括的に対応できる体制の整備、地域住民

と連携を図りながら、学校や家庭以外で子供が

安心して通える居場所づくりなどとなっており

ます。

今回の計画では、アンケート調査や市町村計

画などを受けて、４のとおり、本県の課題とし

ております。

（１）保護者に対する就労・生活支援の充実、

（２）教育の支援の充実、（３）関係団体の連携

及び人材の確保、（４）各種支援制度の周知の徹

底としております。

なお、今回アンケート調査などで御意見の多

かった、（３）の関係団体の連携及び人材の確保

を新たに追加しております。

次に、５の対策の柱ですが、課題への的確な

対応を行うため、保護者に対する職業生活の安

定と向上に資するための就労の支援や教育の支

援などとしております。

３ページをお開きください。

６の数値目標ですが、国は数値目標を掲げて

おりませんが、本県では独自に４つの項目を設

定いたします。

１つ目と２つ目が生活保護世帯に属する子供

の高等学校等進学率・中退率、３つ目が公立小

中学校でスクールソーシャルワーカーが子ども

の貧困対策に関する研修を実施した割合、４つ

目が市町村の子どもの貧困対策推進計画策定率

といたします。

１つ目と２つ目は、現行計画から引き続き設

定するものでございます。

３つ目と４つ目につきましては、前回のスク

ールソーシャルワーカーが当該年度に対応した

事案解消率は、児童生徒の課題と複雑に絡み合っ

ており、事案解消とする統一した基準がなく、

捉えた方が個人的な判断であるなど、数値の把

握が困難であったことから、今回、変更を行う

ものでございます。

また、前回の就学援助制度に関する周知状況

は、現在の計画期間内に目標を達成しましたこ

とから、今回数値目標としては設定せず、現状

を把握するための指標といたしております。

新たに設定する項目について御説明いたしま

す。

３つ目のスクールソーシャルワーカーによる

子どもの貧困対策に関する研修は、学校をプラッ

トホームとする観点から、直接全ての学校に出

向き、学校の教員を対象にスクールソーシャル

ワーカーの活用方法や、ケース事例をもとにし

た対応方法、また、先般の決算特別委員会でも

委員から御意見がありました、学校で支援内容

が相談できる体制づくりを行うため、桜さく成

長応援ガイドを活用した各種支援制度の周知な

どの研修を行うこととしております。

これによりまして、学校の貧困対策を学校現

場でも学んでいただき、まずは学校で対応でき

る相談内容につきましては、早期の段階での支

援を行い、対応が困難なケースにつきましては、

スクールソーシャルワーカーにつないでいただ
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くなど、適切な対応が図られることを目指した

いと考えております。

４つ目の市町村の子どもの貧困対策推進計画

策定率につきましては、現在、本県の策定率は

全国で第３位となっておりますが、地域の実情

に応じた施策を進めるため、全ての市町村で、

計画期間内に策定を目指したいと考えておりま

す。

次に、７の主な改正内容等でございます。

（１）の課題等の把握は、先ほど御説明いた

しましたとおり、今回、市町村計画の調査を行っ

ております。

また、アンケート調査などの結果を受け、課

題に新たに関係団体の連携及び人材の確保を追

加しております。

次に、（２）の指標につきましては、４ページ

をごらんください。

主なものについて御説明いたします。

９番目と10番目にスクールソーシャルワーカ

ーによる対応実績のある小中学校の割合、16番

目の高等教育の修学支援新制度の利用者（学校

種別ごと）など、県で数値が把握できる20の項

目について、状況を把握することとしておりま

す。

（４）の具体的な取組内容の追加につきまし

ては、５ページ、６ページをお願いいたします。

施策の体系図により説明いたします。

アンダーラインを引いておりますが、見開き

の右側６ページの真ん中あたりの高等教育の修

学支援新制度などによる経済的支援、その４つ

下の支援制度の周知、その下の関係団体が連携

したネットワークの構築、支援を行う人材の育

成・確保、２つ下の子ども宅食などのフードバ

ンクに関する支援、子ども食堂など居場所づく

りに関する支援、一番下から３つ目のひとり親

家庭の医療費の助成については、新たに取り組

みを追加しております。

お手数ですが、３ページにお戻りください。

最後に、一番下の今後のスケジュールでござ

います。

12月に素案を当常任委員会へ報告を行いまし

て、３月には計画案の御審議をお願いしたいと

考えております。

以上でございます。

次に、宮崎県再犯防止推進計画の策定につい

て御説明いたします。

資料の７ページをお開きください。

現状の取り組み状況と課題でございますが、

策定の背景につきましては、国の犯罪統計によ

りますと、我が国の刑法犯の検挙件数が年々減

少傾向にある一方で、検挙人数に占める再犯者

の比率が一貫して上昇しております。平成30年

は、昭和47年以降、最も高い48.8％となってお

ります。

本県につきましても、検挙人員数は1,553名、

そのうち再犯者は735名であり、再犯率は47.3％

となっております。

このような状況の中で、国は平成28年12月に、

再犯の防止等に関する施策を推進していく基本

事項を示した、再犯の防止等の推進に関する法

律を施行し、国の再犯防止推進計画の策定を法

定義務化するとともに、地方公共団体において

は、同計画の策定が努力義務化されております。

次に、（２）の県の取組でございますが、県に

おきましては、これまで高齢者、障がいのある

方を更生施設出所後、生活保護の受給や福祉施

設への入所など、福祉サービスにつなぐため、

平成22年から、宮崎県地域生活定着支援センタ

ーの設置、運営を行っております。７月の更生

保護強調月間であります「社会を明るくする運
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動」において、知事が運営委員会の委員長に就

任するなど、施策に協力しているところでござ

います。

しかしながら、（３）の課題に記載しておりま

すとおり、これまで更生保護や矯正施設は国の

専管事項と認識されてきており、県、国関係機

関との課題に関する情報共有や庁内の関係課の

横断的な連携が不十分な状況にございました。

このため、県における総合的な再犯防止施策

を推進するため、宮崎県再犯防止推進計画を策

定することとしております。

次に、２の計画策定の方向性ですが、県庁内

の関係部局はもとより、国の機関や関係団体と

連携しながら、以下の取り組みを実施していく

ことにより、本県の再犯防止の推進を図ってま

いりたいと考えています。

まず、①の国、市町村及び関係団体との連携

強化につきましては、再犯防止推進協議会の設

置、再犯防止に係る庁内連絡調整会議の実施、

市町村との連携強化、必要な情報の提供等、国

の機関等が実施する会議等におけるケースに応

じた各関係部署担当者の参加。

次に、②就労・住居の確保につきましては、

県が実施する就労支援に関する取り組み等の内

容についての情報の提供・共有化、住居確保の

ための諸政策への円滑なつなぎ、住宅セーフティ

ーネットへの充実。

次のページをお開きください。

③保健医療・福祉サービスの利用促進につき

ましては、地域生活定着支援センターを中心と

した福祉・保健医療との連携体制の構築、起訴

猶予等となった高齢者・障がい者を福祉的サー

ビスにつなげる支援、いわゆる入り口支援の実

施の検討、保健・医療・福祉機関・団体の職員

に対する再犯防止に関する研修の実施でござい

ます。

次に、④の非行の防止等につきましては、教

育にかかわる相談事業や非行少年防止に取り組

む民間団体の活動等の情報提供・共有化。

次に、⑤の特性に応じた効果的な支援のため

の取組につきましては、薬物依存症者等を対象

とした地域の保健・医療・福祉機関・団体との

連携強化などを想定しております。

最後に、⑥の民間協力の活動の促進、広報・

啓発につきましては、民間ボランティアの確保

及び活動に関する周知への協力、長年再犯防止

に資する活動に尽力している民間団体等への表

彰、社会を明るくする運動や再犯防止啓発月間

の期間を中心とした広報、啓発運動の強化など

に取り組んでまいりたいと考えております。

これらの取り組みを、福祉・保健、就労など、

知事部局、教育委員会、県警本部などの関係各

課と連携しながら対応していきたいと考えてお

ります。

次に、３の策定作業の進捗状況でございます

が、これまで５月に県民に対してのアンケート

調査を実施し、10月４日に外部有識者などを委

員とする、第１回再犯防止推進計画検討協議会

を開催したところであり、本委員会終了後にパ

ブリックコメントなどを経て、来年３月に策定

予定となっております。

説明は以上でございます。

○小牧医療薬務課長 委員会資料の10ページを

ごらんください。

医師確保計画・外来医療計画について御説明

いたします。

１の現在の取組状況と課題でございます。

まず、策定の背景といたしまして、全国的に、

地域間の医師の偏在が課題とされながら、解消

がなされていないことや、地域で中心的に外来
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医療を担います無床診療所の開設状況が都市部

に偏っており、医療機関の連携の取り組みも、

個々の医療機関の自主的な取り組みに委ねられ

ているなどの現状がございます。

こうした背景を受けまして、平成30年７月、

医療法が改正されまして、医師の確保に関する

事項（医師確保計画）及び外来医療に係る医療

提供体制の確保に係る事項（外来医療計画）に

ついて、現行の第７次医療計画に追加するもの

とされたものであります。

次に、県の取組でございますが、県では、こ

れまで宮崎大学医学部、宮崎県医師会及び市町

村等と連携し、オール宮崎で医学生及び若手医

師の県内定着に向けた取り組みを実施しますと

ともに、自治医科大学卒業医師の派遣等により、

医師のキャリア形成と一体的に医師確保対策を

行ってきたほか、医療計画に掲げます５疾病５

事業及び在宅医療について、課題とその対策を

設け、施策を行ってきたところでございます。

課題といたしましては、医師の増加及び医師

の偏在解消等に向けた取り組みを通じまして、

医療提供体制を確保する必要があると認識して

いるところでございます。

次に、２の計画策定の方向性でございます。

（１）の医師確保計画につきましては、まず、

アの県及び二次医療圏ごとの医師確保の方針に

ございますとおり、医師偏在指標を踏まえまし

て、二次医療圏単位の医師少数区域、医師多数

区域を設定しまして、それぞれに医師確保の方

針を設定いたします。

なお、現在、医師偏在指標がまだ確定してい

ない状況でございまして、国から暫定値が公表

されているところでございますけれども、それ

を仮に当てはめますと、宮崎東諸県医療圏が医

師多数区域、日南串間地域の医療圏が医師多数

区域でも不足地域でもない地域、そのほかの５

医療圏は全て医師不足地域になる見込みとなっ

ております。

次に、イの県及び二次医療圏ごとの確保すべ

き医師の数の目標として、医師偏在指標を踏ま

え、2023年に達成する目標医師数を県及び二次

医療圏ごとに設定いたします。

また、ウの目標の達成に向けた医師の派遣そ

の他の医師の確保に関する施策として、医師の

派遣調整及びキャリア形成プログラムの策定、

運用による短期的な施策と、宮崎大学医学部等

の推薦入試枠の確保による長期的施策等を行う

ものであります。

11ページをお開きください。

次に、（２）の外来医療計画につきましては、

アの外来医療に係る医療提供体制の整備として、

協議を行う場を設定することとしております。

また、イの外来医師偏在指標と外来医師多数

区域の設定にありますように、外来医師偏在指

標が全国の上位33.3％以上に位置づけられる二

次医療圏を外来医師多数区域として設定するこ

ととしておりますけれども、これにつきまして

も、外来医師偏在指標が確定しておりません。

国が現在示しております暫定値で試算しますと、

宮崎東諸県医療圏のみが、この外来医師多数区

域に該当する見込みでございます。

また、ウの外来医療提供体制の協議及び協議

を踏まえた取組として、外来医療の提供状況の

可視化、地域で不足する外来医療機能の協議の

場における検討、外来医師多数区域で、例えば

初期救急医療や在宅医療など新規開業者に求め

る外来医療機能に係る協議について、それぞれ

位置づけを行うこととしております。

また、エの医療機器の効率的な活用に関する

事項として、医療機器の保有状況の可視化や医
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療機器の効率的な活用を行うための協議の場の

設定等についても、計画に位置づけることとなっ

ております。

最後に、３の策定作業の進捗状況でございま

すが、６月に委員会に御説明して以降、これま

で２回の医療計画策定委員会の開催や、地域医

療対策協議会等関係者への説明を行ってきたと

ころでございます。

今後、本日いただきました御意見等を踏まえ

ながら、医療計画策定委員会や医療審議会等を

経て、素案を取りまとめまして、12月の常任委

員会に御報告させていただきたいと考えており

ます。

その後、パブリックコメント等を行いまして、

２月に予定しております医療審議会、３月の常

任委員会において最終案の報告を経て、計画を

改定してまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

○木添衛生管理課長 常任委員会資料の12ペー

ジをごらんください。

宮崎県水道ビジョンについて御説明いたしま

す。

まず、１の現在の取組状況でありますが、策

定の背景にありますように、国は水道を取り巻

く環境の大きな変化に対応するため、50年、100

年後の将来を見据えた水道の理想像を明示する

など、取り組みの方向性やその実現方策を提示

した新水道ビジョンを策定しております。

この新水道ビジョンでは、都道府県水道行政

の立場から、将来の地域における水道のあり方

を設定するため、都道府県がみずからビジョン

を策定することが求められています。

次に、県の取組ですが、新水道ビジョンの中

で国が推進している広域連携のあり方について、

平成28年度から県内３ブロックごとに検討を

行ってまいりました。

また、平成30年度に策定委員会を設置し、水

道事業者である市町村等へのアンケート調査を

行い、現状分析と課題抽出を実施してきたとこ

ろであります。

次に、２の計画策定の方向性と課題について

ですが、以下の３つの基本方針を掲げ、課題に

対する各種施策に取り組むこととしております。

まず、（１）の安全・安心な水を供給し続ける

水道を目指します。

現在は、安全で良質な水を供給できています

が、今後も安心して使用できる水道水を確保す

るため、引き続き水質管理の徹底を図る必要が

あります。

次に、（２）の災害の影響を最小限にとどめる

強靱な水道を目指します。

自然災害時でも安定した水の供給が求められ

るため、適切な資産管理を実施し、水道施設の

耐震化や施設規模の適正化を行い、危機管理対

策の強化を図っていく必要があります。

次に、（３）の将来にわたって健全な事業運営

が持続する水道を目指します。

人口減少社会到来による水道事業体の職員数

減少や収益減少などの課題があるため、人材育

成や技術継承、経営の健全化に資する広域連携

の推進を図っていく必要があります。

以上、３つの基本方針を実現するための各種

施策を計画に盛り込むこととしております。

最後に、３の計画策定のスケジュールであり

ます。

本年度６月から９月にかけて市町村等にヒア

リングを実施しながら、今年度は策定委員会を

２回開催してまいりました。

今後は12月の常任委員会でビジョン素案を御

報告した後に、パブリックコメントを実施いた
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します。その後、３月の常任委員会においてビ

ジョン案を御報告し、策定したいと思っており

ます。

説明は以上であります。

○児玉こども政策課長 こども政策課でござい

ます。

委員会資料の15ページをお開きください。

幼児教育・保育の無償化開始後の状況等につ

いてであります。

１の幼児教育・保育の無償化開始後の状況の

（１）でありますが、今年度４月１日時点の就

学前児童数は、昨年度比で1,479人減少しており、

年齢区分ごとの内訳は表のとおりでございます。

次に、（２）の表は、幼稚園、保育所及び認定

こども園等への入所児童数の推移であります。

上の表が今年度の４月１日時点と、無償化が

開始した10月１日時点の入所児童数を比較した

ものですが、総計の欄、４月１日時点で４万1,180

人であったのが、10月１日時点で４万4,454人

で、3,274人の増、増加率は８％となっておりま

す。

下の表は今年度の状況と比較するために、昨

年度の４月１日時点と10月１日時点の推移を示

しておりますが、増加率は7.6％となっており、

昨年度と比較して今年度のほうが0.4ポイント伸

びております。これは３歳から５歳児の入所児

童数の増加率が、昨年度を上回ったことによる

ものでございます。

次に、（３）入所率の推移でありますが、上段

の表の総計の欄ですが、４月１日時点の入所率

で比較しますと、昨年度比1.3ポイント増の75.8

％です。

これに対して、下段の表ですが、米印にある

とおり、４月１日時点の就学前児童数を使用し

ているため、参考値となりますが、10月１日時

点の入所率で比較しますと、昨年度比1.7ポイン

ト増の81.8％となっております。

次に、２の今後の対応についてでありますが、

無償化については年度途中で制度が開始された

こともあり、現時点では昨年度と比較して著し

い変化は見られませんが、来年度４月入所の動

向について、引き続き注視していく必要がある

と考えており、市町村と情報を共有しながら、

必要な受け皿が確保できるよう施設整備や保育

士確保等に、市町村と連携して取り組んでまい

りたいと考えております。

無償化開始後の状況等については以上であり

ます。

次に、資料の16ページをお開きください。

幼児教育・保育の無償化に伴う市町村の給食

費の助成状況についてであります。

１の無償化に伴う食材料費の取り扱いですが、

四角囲みのイメージでお示ししておりますけれ

ども、これまでも副食費、いわゆるおかず代等

は、保護者が市町村に納入する保育料に含まれ

ており、御飯やパンといった主食については、

保育所が準備する場合は保育所が実費徴収して

おりまして、給食費はこれまでも実質的に保護

者負担となっておりました。

無償化後は、下の四角囲みのイメージですけ

れども、保育料は無償となるんですが、保育料

の一部に含まれていた副食費については、通園

送迎費などと同様に、実費徴収分として無償化

の対象外とされ、主食費とあわせて引き続き保

護者負担となっております。なお、食材料費の

うち副食費、いわゆるおかず代等の目安は月

額4,500円ということで、国から示されておりま

す。

次に、２の副食費の免除、国の基準でござい

ますけれども、①の年収360万円未満相当の世帯
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の子供は、その世帯の子供の数にかかわらず副

食費が免除されます。

②の年収360万円相当以上の世帯の子供につい

ては、第３子以降の子供が免除されます。この

とき、表にありますように、その子供が保育が

必要と認定された２号認定の子供の場合は、小

学校就学前までの子供だけがカウントされます

けれども、表のこの右側の１号認定の子供、い

わゆる幼稚園の子供の場合なんですけれども、

小学校３年生までの子供までがカウントされる

ことになっています。

次に、３の市町村独自の助成状況であります

が、（１）は国基準の対象とならない所得階層に

ついても、独自助成を行う市町村ですが、１つ

目の丸は、保育の必要の有無にかかわらず施設

を利用している３歳から５歳児について助成を

行う市町村が５町村。２つ目の丸は、保育が必

要と認定された３歳から５歳児のみを対象に助

成を行う市町村が２市町となっています。

次に、（２）は国基準では多子カウント要件の

対象とならない子供への独自助成を行う市町村

ですが、ごらんのとおり、第１子の年齢制限を

なくしたり、同時期に入所している第２子を助

成対象とするなどとなっております。

給食費の助成状況については、以上でありま

す。

次に、資料の17ページをお開きください。

令和元年度宮崎県結婚・子育て意識調査結果

の概要についてであります。

１の調査目的等でありますが、結婚や子育て

に関する県民の意識や意見などについてアンケ

ート調査を行い、今後の施策や、現在策定作業

を行っている第二期子ども・子育て応援プラン

の検討材料とするため実施したものです。

調査方法としましては、県内在住の独身、既

婚を問わず、20歳から49歳の方から、3,000人を

無作為抽出して調査票を郵送しまして、894人の

方から回答をいただいたところです。

調査結果は別冊資料としてお手元に配付させ

ていただいておりますので、後ほどごらんいた

だければと存じますが、本日はその概要につい

て、この委員会資料にて御報告いたします。

２の結果の概要であります。

（１）は未婚者にお尋ねしたものですが、83.1

％の方がいずれ結婚するつもりと回答しており

ますが、結婚するつもりはないと回答した方の

割合が増加しております。

次に、（２）子育てに関する不安感、負担感を

感じる人の割合は67.5％であり、前回より増加

しております。

右側の18ページの（３）予定している子供の

数は２人が最も多いですが、理想としている子

供の数は３人が最も多くなっております。

（４）は予定している子供の数が、理想の子

供の数よりも少ない理由を尋ねたものですが、

高齢出産になるからが最も多く47％で、次に多

いのが、子供を育てること全般にお金がかかる

からで38.7％となっています。

19ページをお開きください。

（５）子育て環境の整備について行政に望む

ことでありますが、出産費用の援助や児童手当、

扶養控除の増額など、子育てのための経済的支

援の拡充が最も多く51.7％であります。次が保

育所、幼稚園、認定こども園などの費用負担の

軽減、給食費なども含むんですけれども、こち

らが33.9％であります。

この回答については、前回調査よりも回答割

合が減少しておりまして、その要因の一つとし

て、幼児教育・保育の無償化が考えられるとこ

ろであります。
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こども政策課からの説明は、以上であります。

○橋本こども家庭課長 常任委員会資料の13ペ

ージをお願いいたします。

宮崎県社会的養育推進計画（仮称）となって

おりますが、こちらの策定状況について御説明

をいたします。

１の現在の取組状況と課題でございます。

まず、（１）策定の背景ですが、平成28年度の

改正児童福祉法におきまして、家庭養育優先原

則の徹底や、子供の最善の利益を優先すべきこ

とが明示されたところでございます。その実現

を図るため、国が全都道府県に対しまして、社

会的養育推進に関する新たな計画を策定するよ

う要請してきたことを受けまして、策定するも

のでございます。

次に、（２）の県の取組です。

本県では、平成27年に策定いたしました宮崎

県家庭的養護推進計画に基づき、代替養育を必

要とします児童の里親等委託の推進や施設の小

規模化、地域分散化などの取り組みを推進して

きたところでございます。

そうした中で、（３）の課題でございますが、

現行計画におきまして、2029年、令和11年度ま

での里親等委託率の目標値を35％と定め、里親

制度の普及啓発や里親の養育力向上などの取り

組みを行ってきたところでございますが、平成30

年度末の里親等委託率は13.4％と伸び悩んでお

りまして、さらなる取り組みの強化が求められ

ております。

また、近年、児童虐待通告件数が大きく増加

する中で、児童相談所が相談支援業務を適切に

行っていくためには、児童相談所の体制、専門

性の強化を図りますとともに、市町村や警察等

の関係機関との連携をさらに強化していく必要

があるなどの課題がございます。

次に、２の計画策定の方向性でございます。

今回の計画は、児童福祉法で明記されました、

子供が権利の主体であるとの認識のもと、養育

において支援や保護を必要とする児童の最善の

利益を実現できる社会的養育推進体制を整備す

ることを目指すものであります。

取り組みの方向性として、８つの取り組みを

進めることとしております。

まず、①の当事者である子供の権利擁護の取

り組みでは、当事者であります子供からの意見

聴取や子供の権利を代弁する方策等について、

検討を行ってまいります。

②の市町村の子ども家庭支援体制構築等に向

けた県の取り組みでは、市町村が設置すること

とされております子育て世代包括支援センター

や、子ども家庭総合支援拠点の設置、運営を支

援することとしております。

③の里親等への委託の推進に向けた取り組み

では、県の里親普及促進センターを中心として、

里親等委託に関する一連の支援業務を包括的に

行う体制を整備することによりまして、里親等

委託を積極的に推進することとしております。

④の特別養子縁組等の推進のための支援体制

構築に向けた取り組みでは、子供に永続的で安

定した養育環境を保障できる、特別養子縁組の

成立を支援する取り組みを進めてまいります。

⑤の施設の小規模化、地域分散化、高機能化

及び多機能化、機能転換に向けた取り組みでは、

施設の持つ高い専門性を生かした、施設の高機

能化や多機能化、それから小規模化、地域分散

化等に向けた取り組みを支援することとしてお

ります。

⑥の一時保護改革に向けた取り組みでは、子

供の権利擁護の視点に立った適切な一時保護の

実施や、一時保護所の環境整備等に取り組むこ
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ととしております。

⑦の社会的養護自立支援の推進に向けた取り

組みでは、施設や里親等のもとで育った子供の

社会的自立を支援する取り組みを推進していく

こととしております。

⑧の児童相談所強化等に向けた取り組みでは、

児童福祉司の適正配置など、児童相談所の体制

強化に取り組むとともに、市町村や警察など関

係機関との連携の強化を図ることとしておりま

す。

最後に、３の策定作業の進捗状況でございま

す。

昨年の８月以降、児童福祉施設協議会と協議

を重ねてまいりましたほか、市町村や施設に対

する意向調査や、里親や施設に措置されている

児童に対する聞き取り調査を実施いたしまして、

状況を把握しますとともに、里親等委託推進委

員会や社会福祉審議会児童福祉専門分科会から

意見を聴取するなどしながら、計画素案を取り

まとめてきたところでございます。

今後、次の12月の常任委員会におきまして、

計画素案を説明させていただいた後に、パブリッ

クコメント等を実施し、必要な修正を行った上

で、３月の常任委員会で最終案を報告させてい

ただき、今年度中に計画を策定したいと考えて

おります。

説明は以上でございます。

○岩切委員長 説明が終了いたしました。これ

から質疑をいただきたいと思います。

委員の皆さんから質疑はありませんか。

なお、どの項目からでも結構なんですけれど

も、項目を定めながら、順次進めてまいりたい

と思います。

○二見委員 今、御説明いただいた、この社会

的養育推進計画について、確認の意味を込めて

お伺いしますが、策定背景の家庭養育優先原則

の徹底というのが、まず大前提にあると思うの

ですけれど、この家庭養育とはどのようなもの

ですか。

○橋本こども家庭課長 家庭養育優先原則とは、

子供はまずは家庭において実親のもとで養育さ

れるべきであるというところがございます。

しかしながら、実親のもとで養育できない子

供たちについては、より家庭養育に近い環境の

もとで養育されることが重要である、そういっ

たところで代替養育を進めていくべきであると

いう考え方でございます。

○二見委員 家庭養育に近い環境というのは、

いわゆる核家族的なものをいうんですか。

○橋本こども家庭課長 厚生労働省が言ってお

りますのは、その核家族が云々ということでは

なく、実親のもとで養育できない子供たちが、

家庭環境に近い、例えば里親さんのもとですと

か、あるいは家庭に近いファミリーホームで代

替養育を進めていくべきであると。

里親等委託やファミリーホームのもとでの養

育が難しい子供たちにつきましては、施設での

養育ということになるのですが、これまでの施

設は大人数で一緒に養育されるところだったん

ですけれども、養育の規模を小規模なユニット

にしまして、家庭に近い雰囲気の中での養育を

目指すべきであるとの考え方が示されておりま

す。

○二見委員 大体わかりました。

ただ、人数の問題─養育する側に対して子

供の人数が多いと、時間的、質的なものが薄く

なる一方、小規模だとよく目が届くのかなと思

うんですけれども、やっぱりそれだけでもない

です。要保護されて養育されている子供たちが

たくさんいたとしても、非常にいい人間関係を
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つくっている施設もあれば、少なくても、１対

１の関係もうまく築けない部分もあると思うん

です。

だから、子供の権利、子供の最善の利益を実

現するには、そういう形的なところから入るの

も大事だと思うんですけれども、やはり養育す

る側の技術、技能、能力、そういったところの

向上を図ることも非常に大事ではないのかなと。

今、国では、里親等委託を進めていくように

取り組んできているわけですけれども、モデル

となっているのがアメリカの里親制度。これは

実際に調査をしてみないといけないとは思って

いるんですけれども、アメリカの里親制度の問

題は、里親をやっている人が里親事業者みたい

な、いわゆる本当に子供を育てたいというより

も、そういう事業をやっている請負人みたいな

システムになっているのではないかという問題

も出ていると伺っていますし、そういったニュ

ースとかもあるじゃないですか。

さらに、里親に預けられた子供は、結局そこ

の里親とうまくいかなくて、いろんな里親をた

らい回しにされてしまうというような結果が起

きているので、日本で進める里親制度がそうな

らないように、気を配りながら、この新しい制

度に移行していかないといけないと思うんです。

あと、もう一点、国がこの里親制度に移行し

ていく中で、一つのポイントに置いているのが、

大規模な施設を維持していく職員を抱えている

より、小規模とか里親に委託したほうが、コス

ト、要するにお金がかからない。これから人口

減少社会の中で、いかに予算縮小を図っていく

かという考え方もあると伺っているんですけれ

ども、実際にこういうシステムに変換したとき

に、どれだけの予算がカットできるのか、宮崎

県の側ではそういう試算というのは持っている

んですか。

○橋本こども家庭課長 今後、施設が小規模化

し、かつ里親への委託が進むといったところで、

全体的なコストがどれだけ削減されるのかと

いった試算は、まだ、県では行っておりません。

一つ、先ほど二見委員から、施設が小規模化

すればその施設のコストが減るんじゃないかと

いう御意見がございましたけれども、大きい施

設であれば効率的に職員が子供たちを見れると

いうところがございますが、小規模化すると一

人一人の職員が、さらにきめ細かく子供たちの

様子を見ないといけなくなりますので、そうい

う意味では、施設としても余計に職員を任用し

なければならないといった部分もございますの

で、必ずしも施設が小規模化するからといって、

施設の経費が小さくなるかというと、そこのと

ころはどうなのかなとは考えているところでご

ざいます。

○二見委員 どうなのかなと思うから、試算が

必要なんじゃないですか。今、実際に移行が進

んでいるのであれば、厚生労働省もそこら辺の

予算化等が前提で、里親等委託とかを進めてい

るというふうに伺っているのでであれば、どう

いうふうにそこら辺の予算が変わっていくのか

は、モデルなり、予測値なりを持っているのか

なと思ったんですけれど、今からそれを調査す

るんですか。

○橋本こども家庭課長 この計画では、令和11

年度までに里親等委託率をどれくらいにして、

里親のもとでどれくらいの子供たちが養育され

るのか、それから令和11年度に、代替養育が必

要な子供がどれくらいいるのかというのを見込

んで、それから里親のもとで養育される子供の

数を引きますと、施設で養育される子供たちの

数が出てくると思います。
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そういったところを、今、試算をしまして、

施設において必要な定員といいますか、どうい

う規模の施設をどれくらいつくればその定員を

カバーできるのか、この計画の中で考えていこ

うとしているところでございます。

その中で、今後の経費の試算は出てくるのか

なと思っているところでございます。

先ほど二見委員から、国は経費の削減を目的

の一つとしているというお話があったんですが、

私どもは、いわゆる家庭的養育を進めていく上

で一番念頭に置くのは、子供の最善の利益とい

うことでございまして、代替養育を必要とする

子供たちが、幸せな代替養育を受けられるとい

うところを目指していくための計画であると私

も認識しているところでございます。

○二見委員 子供たちの最善の利益を、幸せを

願っての支援制度だと思うのであれば、やはり

最初に申し上げたように、養育環境をよくして

いくための支援策を考えないといけないので

あって、支援する人材をどうやって育成してい

くのかとか、いい里親になってもらうための支

援とか、そういったところに対する支援が一番

重要になってくると思うんです。

もちろん里親の方に里親としての自覚を持っ

ていただくというようなことも必要だろうし、

施設側にもそういう職員を育てていくための環

境整備が必要でしょうから、そういった視点を

入れた、何か取り組みの方向性が見えてくると

よかったのかなと、これは個人的な感想なんで

すけれども。

あとはやっぱり国が進めている制度であると

いうこと。特に、今、この里親率を強調してい

るのかどうかわかりませんけれども、とにかく

この話に出てくるので、現場の施設の方はいろ

いろ敏感に反応しているところもあるみたいで

す。よりよい制度となるように、しっかりと検

討、準備をお願いします。

○橋本こども家庭課長 まず、里親等委託率を

伸ばしていくことだけが目的ではなく、里親の

もとで子供たちが幸せに暮らしていくことが一

番でありまして、そのために、委員御指摘のと

おり、里親さんの養育力をしっかり高めていく、

そういったところが重要でございます。そこに

つきましては、③の里親等委託の推進に向けた

取り組みの中で、２行程度しか書いておりませ

んけれども、里親をしっかり周りで支える体制

─包括的に行う体制、整備といっていますけ

れども、これは里親普及促進センターが中心と

なり、さまざまな里親を支援する方々がチーム

になって里親さんを支援する取り組みを進めて

いきます。

また、里親さんの養育力を高めていくための

取り組みを行うことで、養育力の高い里親さん

を育成し、里親さんを支えていく取り組みをこ

の計画の中で書いていこうと思っています。

○満行委員 家庭養育優先原則というのは、児

童ができる限り家庭的な環境の中で養育される

よう、里親委託を進め、施設の小規模化、地域

分散化に向けた取り組みを推進する、このとお

りだろうと思うんですが、ただ、本県は長い歴

史の中で、施設の担っている部分が高く評価さ

れております。

施設側から見ると、小規模化、地域分散化、

里親委託推進というのは、やはり自分たちの今

までの取り組みを否定されている。我々の能力

が認められていないと不安になり、地域では、

署名活動があったりいろいろ動きがあるところ

なんですけれども、本県はどのようにお考えな

のか、まず、そこをお尋ねします。

○橋本こども家庭課長 本県の里親委託率が低
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い現状の背景の一つに、本県ではしっかりとし

た受け皿となる児童養護施設が十分設置されて

おりまして、それぞれの施設でしっかりとした

養育がなされています。

その各施設が、この家庭的養育優先の原則に

ついて異を唱えているというものではございま

せん。施設にいる子供たちでも、里親のもとで

暮らしたほうがいいなという子供たちについて

は、今でも積極的に里親委託を進めていただい

ているところでございます。

ですから、里親等委託率を伸ばすことについ

ては、施設の皆様方からも賛同いただいている

ところでございます。

ただ、施設の皆様方がどうかなと思っており

ますのは、この児童福祉法改正がなされた後に、

国の有識者会議で示された新しい社会的養育ビ

ジョンの中で、里親等委託率を乳幼児期につい

ては75％とする、あるいは学童期は50％とする

といった、非常に高い目標値を立てていること

や、記載の内容によっては、これまでの施設の

取り組みを否定するような、そういうふうに捉

われかねないような記載もございまして、そう

いったところには施設側としても承服しがたい

という思いを持っていらっしゃると伺っており

ます。

今回の計画を策定するに当たりましては、児

童福祉施設協議会の皆様方と、９回ほど顔を突

き合わせて議論しておりまして、この里親等委

託率の目標値についても、施設協議会が納得し

た上でのこの表示と、これであれば実現可能で

あろうと話をしながら決めているところで、こ

の計画策定自体には施設協議会の皆様方からも

御理解いただいていると考えております。

○満行委員 アメリカのような里親制度になる

んじゃないかと、いろいろと不安があると先ほ

どもありました。スムーズに移行できるように

してほしいと思うんですけれども、家庭養育優

先原則をどこが担保するかというと、これは児

童相談所だと思うのですが、児童相談所強化は

一番最後の８番目になっています。

いろんな部分で、今、児童相談所は大変な状

況にあるのですが、取り組みの方向性として、

市町村の子ども家庭支援対策構築に向けた県の

取り組み、これは今からできるであろう子育て

世代包括支援センター、家庭総合支援拠点を、

全市町村にまずつくっていただて、地方の自治

体に頑張ってほしいということなんでしょうけ

れど、まだまだ市町村にはその能力がない。

やっと来年度から、都城市は社会福祉司を採

用することになったと聞いていますけれども、

まだまだ市町村にはその能力はありませんので、

児童相談所に頼るというか、児童相談所の役割

は相当どんどん高まっていると思うんです。

虐待やいろんなことで、本当に多くの役割を

児相談所が持っているのに、優先順位を決める

わけじゃないですけれど、８番目に書いてはあ

りますが、本当にこれはどこまでやれるのか。

これはやっぱり部を挙げて、県を挙げて、こ

の児童相談所の体制のあり方をしっかりと考え

ほしいと思うんですけれども、課長なり、部長

なりにお聞きしたいと思います。

○橋本こども家庭課長 まさに児童相談所が社

会的養育を担う中心の部門にあるということで

ございます。

児童相談所の体制の強化につきましては、国

で新たなプランが示されておりまして、その基

準に基づく配置が求められており、総務部とも

協議をしながら、国の基準にのっとった適正な

配置が行われるように取り組むこととしており

ます。
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また、先ほど御指摘のありました、②の市町

村の家庭支援体制構築等に向けた県の取り組み

でございますけれども、幼児、児童虐待につき

ましては、市町村もしっかりと対応する役割を

担うこととされており、やはり児童相談所だけ

ではなく、市町村がしっかりとその役割を担っ

ていただくことが重要でございまして、市町村

が求められる体制をしっかり整えて、市町村が

役割をしっかり果たしていけるような、そうい

う支援も行うことで、市町村と県とが連携をし

ながら対応していく、そういったところを今後

目指していこうとするものでございます。

○満行委員 部長はどうお考えでしょうか。

○渡辺福祉保健部長 児童相談所の体制強化等

については、福祉保健部の中でも最重要課題の

一つと位置づけまして、今年度もかなり意を用

いて取り組んでまいりました。

課長から御説明させていただいた着眼点に加

えて申し上げますと、例えば、警察との連携で

す。昨日、一時保護のための県警との合同訓練

を開催しましたが、もちろん人の配置をどうす

るかという直接的なものは当然のこととして、

その組織をどのように運営していくのかという

点で、県警や市町村、保育所等の関係機関との

連携の強化に今まで以上に取り組んでおります

し、来年度からもこうした計画の実施に当たっ

て、さらに工夫していきたいと、今、予算事業

でもそういったことを検討しているところであ

ります。

その他、児童相談所の実際の運営について、

いろんな切り口がありますので、例えば家庭に

対する支援、もしくは介入、そういった職員を

どういうふうな役割で分担すると、その保護の

充実につながったり、もしくは職員の負担軽減

につながるか、そういう観点にも既にいろんな

工夫をさせていただいておりまして、職員も先

進地を見に行って、話を聞いたりして、いろん

な取り組みを入れる中で、補足をしていきたい

と思います。

○満行委員 要望ですけれど、児童相談所に現

職の警察官とか、ＯＢを、市町村に県のケース

ワーカーの経験者をお願いするとか、いろんな

ことで、やはり県と市町村のスキルアップを図っ

てほしいし、児童相談所そのものの体制を含め

た強化をぜひお願いします。

○河野委員 第２期宮崎県子ども貧困対策推進

計画の４ページの、子どもの貧困に関する指標

の中で、９番、10番のスクールソーシャルワー

カーについて、平成30年度はどのような配置だっ

たのか。

○小川福祉保健課長 令和元年度につきまして

は、県の教育委員会が中部、南部、北部、合計11

名、市町村の教育委員会に10名、合計21名とい

うことで、対前年度比ではプラス７名という配

置になっております。

○岩切委員長 平成30年度の実績ということで、

平成30年のスクールソーシャルワーカーの数の

御質問だったと思いますが。

○小川福祉保健課長 申しわけございません、

平成30年度は14名の配置になっています。

○河野委員 地域の数は。

○小川福祉保健課長 平成30年度の14名の内訳

としましては、中部が６名、南部が３名、北部

が３名となっております。それから、宮崎市が

２名となっております。

○河野委員 令和元年度に７名プラスしたとい

うことでしたが、正直倍くらいふやさないとい

けないのではと思ったんですけれど、今議会で

は時間がなくて詳細まで質問できなかったので

すが、ソーシャルワーカーの配置は、結局学校
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の割合というふうになっているように、当事者

と学校との信頼関係で、ソーシャルワーカーが

使われるというか、そういう場面が非常に多い

ような気がして、結局結構充実した配置だとい

うふうに承っていたんですけれど、そういう信

頼関係がないと、なかなかソーシャルワーカー

に結びつかない状況があると思うんです。もう

一回確認ですが、令和元年に７名ふやして、こ

れで充実させているという認識でよろしいで

しょうか。

○小川福祉保健課長 教育委員会での配置と

なっておりますので、教育委員会としては評価

をしていると聞いております。

それから、若干似たような職種としましてス

クールカウンセラーがあり、スクールソーシャ

ルワーカーは、経済的なものを含む幅広い総合

的な問題解決のために配置しておりますが、児

童生徒の悩みで相談を受けるようなスクールカ

ウンセラーも別途配置していると聞いておりま

す。

○河野委員 ソーシャルワーカーは非常に専門

性が高い部門なので、ソーシャルワーカーの充

実が非常に大事だと思うんですが、そこに結び

つくまでの信頼関係にちょっと問題があるので、

それも含めてソーシャルワーカーの配置につい

ては、今後考えていただきたいなと思います。

○小川福祉保健課長 教育委員会にそのような

形で要望したいと思います。

子どもの貧困に関するワーキング会議で、教

育委員会もメンバーに入っておりますので、そ

のような意見があったことを伝えたいと思いま

す。

○右松委員 市町村子どもの貧困対策計画の状

況なんですが、内閣府の資料からいくと、令和

元年６月現在で全国と比較すると、宮崎県内の

市町村の策定率は結構高いと思っています。

秋田県とか12市４町やっているところもあり

ますけれども、８市２町ということで、全国的

に見たらかなり高いのかなと。それで、６月12

日に改正子どもの貧困対策法によって、市町村

に努力義務を課すということでございますので、

今後市町村に対する働きかけをどういうふうに

進めていかれるのかを教えてください。

○小川福祉保健課長 計画を策定していない市

町村に対しましては、もちろん計画の策定を働

きかけていきたいと思いますけれども、国の財

源の問題とかもありますので、国の交付金が、

計画策定であったり調査に使えるというような

情報を、実際にやっている団体から説明してい

ただくような形で、担当者会議で説明をしてい

るところでございます。

また、民間の活動が活発でございますので、

そういうものへの参加を各市町村に呼びかけて、

実態や民間の意識を行政がフォローアップでき

るような形で、民間団体の勉強会等を御紹介し

ていきたいと考えております。

○右松委員 日向市とか先進的にやっていると

ころもあります。私も団体のところに行かせて

いただいて、条例の話とか、県議会の動きとか

を報告させていただきましたが、そういった事

例も広げていきながら、取り組みをさらに進め

ていただけるのかなと思っております。

３ページ、４ページで、細かい数字に関して

は、教育委員会との絡みがありますので、余り

触れませんけれど、高等学校進学率については

大分改善されてきているのかなと思っています。

一方で大学進学率は平成26年が25.5％であっ

たはずなので、ここはちょっと下がっていると

いうところと、新入学児童生徒への用品費等の

入学前支給の実施状況も全国と比較をすると10
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ポイント以上離れていますので、こういったと

ころは、市町村の状況とかを確認していただい

て、また、県からもいろいろとアドバイスして

もらうといいのかなと思っています。

スクールソーシャルワーカーに関して、事案

解消率の目標数値がなくなっているので、先ほ

ど課長から説明があったかもしれませんが、事

案解消率がカットされた理由があるのか、それ

ともたまたまここに出ていないのか、河野委員

からありましたように、今後も引き続きしっか

りと対応を進めていただければと、教育委員会

にはお伝えください。

○小川福祉保健課長 協議会と十分協議しなが

ら、現状を把握するための指標を新たに追加し

ておりますので、十分現状把握できるように進

めていきたいと思います。

○西村委員 同じく、この第２期に向けての推

進計画について、ちょっと腑に落ちないのが、

アンケート調査を実施して、その中で大綱に沿っ

て取り組む４つの柱の施策のうちの、「非常に有

効」、または「有効」と考えているものを出して

いくのは、それぞれの団体にとってメリットが

あったり、自分たちの団体の存在意義があるも

のに対しては有効、もしくは非常に有効と答え

るのでしょうが、自分の団体に関して、自分の

団体には不適であったり、そういうものに対し

ては関心がなかったりとか、もっと言えば、例

えば都市部では有効だけれども、地域の過疎地

域では全く役に立たないといったものがあった

のか、そういう、どちらかというと、非常に有

効とされた支援をあげつらうのではなくて、悪

かったところ、何が悪いのかというところを突

き詰めるアンケートのほうが、非常に有効では

ないかなと思うんです。アンケートというのは

非常に重要な情報を得るための手段ですが、こ

れでは先ほど申し上げたように、自分たちの団

体の存在意義ばかりをアピールし合うような感

じにならないのかなと。

私もいろんな支援団体の方々と話をすると、

当然自分たちについては、皆さん熱く強く訴え

られますが、相互のいろんな団体と、もしくは

いろんな政策との協力体制をこの推進計画にま

とめ上げていかなくてはならない中で、アンケ

ートがガス抜き的なものになってはいけないと

思うのですが、このアンケートの中で、これは

非常に問題だ、この地域にとっては全く役に立

たないとか、そういった回答は寄せられてない

のかを伺います。

○小川福祉保健課長 有効ではないというよう

な形で突出した回答はなかったというふうに考

えております。選択肢とその他の自由記入欄が

ございますけれども、特にそういう批判的な事

項はなかったと聞いております。

本県の子どもの貧困対策を進めております団

体につきましては、非常に全国的にも進んでい

ると思っています。

例えば、普通であれば、団体運営のための助

成金がほしいとか、そういうものを非常に要求

される任意団体やボランティア団体、ＮＰＯ団

体があるところですけれども、この子どもの貧

困に対しては、一切そのようなことを要求する

団体はございません。

ＮＰＯの運営には絶対お金が必要なんですけ

れども、県に対して一番要求するものは人材育

成、例えば、それを指導するコーディネーター

的な役割の方等の養成とか、そういうものを一

番に掲げていて、ＮＰＯとか、任意団体の運営

費用に関しては自分たちが集めますというよう

なことで、ポリシーを持ってやっていただいて

いるというふうに認識しております。
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○西村委員 私が言いたいことは伝わっている

と思いますので、いいんですが。

もう一点、この推進計画が進んでいって、そ

れぞれの施策が進んでいくと同時に、最終的に

は親の意識とか、御家族の意識をいかに変えて

いって、子供に与える、できることは当然やる、

できないところは社会的な協力で補わなければ

ならないと思うのですが、この支援が進んでい

けばいくほど、親が人任せでいいやとならない

かなと、私は感じます。

この親の意識の醸成─ここまでは自分たち

で子育てをやっていく、これ以上のことはでき

ないから、社会的ないろんな支援で助けてほし

いといったことがわかるようにしていかないと、

逆に支援に預けておけばいい、子ども食堂で御

飯食べさせておけばいいということになれば、

一方ではネグレクトのようなことが進まないと

も限らないと思います。子どもの貧困は、基本

的には親に一番の責任があるわけで、宮崎県の

場合は特に、車で10分、20分以内に親が住んで

いる家庭が多いと思いますので、家族ぐるみで

子供を支援していくという本県ならではの体制

をつくっていく必要があると思います。

先ほども申し上げたとおり、都市部と過疎地

域とか、３万人、１万人以下の都市では、いろ

んな形でサービスも違いますし、家庭環境も違

うと思いますので、そういうものをぜひ生かし

て欲しい。先ほど、悪いところはないのかと言っ

て、あんまりないということもどうかなと私は

思いますので、アンケートのとり方一つにして

も、実際に困っている方の情報を拾い上げるよ

うな体制にしていただきたいと思います。

要望でお願いします。

○二見委員 ５、６ページの体系図のところで、

親に対する支援も大事だと思うんですけれども、

教育の支援という形で、学校をプラットホーム

とした総合的な対策の展開の具体的な取り組み

に学校教育による学力保障とありますが、今の

学校教育による学力保障の中で、宮崎県も全国

学力テストでもなかなか点数が伸び悩んでいる

ような状況で、もうちょっとここに、ちゃんと

した学力向上の具体的な取り組みがあるといい

なと、これは教育委員会との関係なので、今後

の教育委員会との議論の中でやっていくことに

して、その次の幼児教育・保育の質の向上とい

うところに、具体的な取り組みが何も載ってな

いのは、ちょっとどうなのかなと感じたんです。

というのも、次のところに、小学校就学前段

階の就学支援の充実ということで、今度無償化

にもなりましたが、幼児教育の重要性はずっと

前から言われていて、幼稚園教育とかも無償化

が始まっているわけなので、ここ辺を充実して

いくことは大事だと思うんです。

また、保育士とかのキャリアアップ制度とか

ができている中で、どのように保育士の質の向

上を図っていくかというところの議論がちょっ

と弱いんじゃないかということが、数年前から

言われていたと思うんです。

いろんな研修会とか、取り組みもしているよ

うですけれども、本当に具体的に効果を上げて

いくためのものができているのかといったら、

話を伺っていたときには、まだふわっとした感

じで、ここは調査研究が必要な部分かなと思っ

ていたんです。今後の具体的な取り組みをどの

ように検討されているところなんでしょうか。

○小川福祉保健課長 これより細かい柱立てが

ないというだけでございまして、素案では、幼

児教育・保育の質の向上という形で、幼児教育

・保育の無償化の円滑な実施とか、教員に対す

る研修内容の充実、あと就学前の児童が利用す
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る施設と小学校の連携を図って、小学校就学へ

の円滑な移行とか、そのような形で３段落ぐら

いを本文では記載したいと考えております。

○二見委員 質の向上という部分をもっと掘り

下げて、子供たちが小学校に上がる前の基礎学

力とか、集団生活ができる協調性、いろんな非

認知能力も大事だと思うんです。そういったと

ころが総合的に上がっていくような幼児教育・

保育を実現できる取り組みが入ってくるといい

だろうと思うところです。

○小川福祉保健課長 今から、また本文をその

ような形で修正していきたいと思います。

○満行委員 再犯防止推進計画について１点。

再犯率がどんどん上がってきて、国の専管事

項だった矯正や更生を、社会として市町村も含

めてやらないと、ということだと思うんですけ

れど、またこれで行政の負担が大きくなるなと

思っておるところです。再犯者の半分は無職だ

ということですから、この就労・住居の確保と

いうところを、ぜひ計画策定に反映してほしい。

矯正施設でも、出所後の就職活動を支援して

いると思うんですけれども、このことはやはり

地域の安全・安心のために非常に大事なことな

ので、就労の部分をもっと具体的に反映してほ

しいと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○小川福祉保健課長 委員のおっしゃるとおり、

再犯防止の中におきましては、世の中の偏見等

がございまして、出所後の方々の住居や新たな

仕事の確保が難しいという現状がございますの

で、そのあたりを公的な県営住宅、市営住宅等、

また、そういう公益性のある住宅を所管してい

るところと連携を図りながら、就労・住居の確

保につきましては進めていきたい考えておりま

す。

○徳重委員 この再犯防止対策では、就労が一

番大きな問題かなと。当然住居がなければ就労

もできないので、住居の問題が大前提であろう

と思うのですが、これとそれぞれの地域の事業

所に対して、行政からも積極的な働きかけをし

て、受け入れる条件に何かその事業所に恩恵を

与えるような。罪を犯して更正して出ておいで

になるわけですから、そこら辺の話し合いに行

政が入ってくれることによって、私はかなり進

むんじゃないかなという気がしているわけです。

私の知り合いの事業所も、二、三人雇ってお

りますが、非常に真面目に一生懸命に頑張って

くれているということで、ずっとここで私は仕

事をしますといってきているということのよう

でございます。事業所の表彰も考えていらっしゃ

るようだけれど、そこにもう一歩行政も入って、

そういった事業所に対しては積極的に働きかけ

を行うことによって、受け入れ体制が充実され

ていくような気がしているんです。ただ、計画

を立てて、ああだこうだと言うだけではなく、

もう少し積極的な働きかけをしようという考え

方はないのでしょうか。

○小川福祉保健課長 保護司の皆さんが仕事を

探されたりとか、あと国が、出所した方々を積

極的に雇われる企業さんを協力企業という形で

登録していただくような形で、協力体制を進め

ていると聞いています。

ただ、委員おっしゃるとおり、うちのアンケ

ート結果によりましても、犯罪を犯した方の立

ち直りに協力したいという方々の意識調査が40

％ぐらいで、まだまだ世の中の偏見は強いと思っ

ておりますので、偏見を取り除きながら、協力

してくれる個人の方や企業の方々を広めていき

たいと思います。

○徳重委員 協力してくれる企業、希望する事

業所を求めていきたいということじゃなくて、
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積極的に一つの目標でもつくって、今年度は、

何事業所に相談に行ってみたいとか、何か数字

がないと、ただ国がこういうのを示してきたわ

けですから、誰かが積極的に事業所に対する働

きかけをしてもらわないと一歩も進まないん

じゃないかなと、計画倒れになってしまうと思

うのですが、宮崎県でそういう動きがどれぐら

いあったのか、数字的なものがあれば教えてく

ださい。

○小川福祉保健課長 国の所管する法になりま

すのであれなんですが、協力雇用の指数という

ものが出ております。

平成27年度ですと94雇用主だったものが、平

成31年は184雇用主と、一応ふえております。た

だし、登録されている雇用主の中で、平成27年

で実際雇用しているのは５雇用主ということ。

また平成31年で実際に雇用したものが９雇用主

ということで、条件が合わないとか、理由もご

ざいますけれども、なかなか雇用に結びついて

いないところはございます。

目標数値としては、本計画では掲げられませ

んが、実態を把握する指数としては、計画の中

で今後も追っていきたいと思っております。

○徳重委員 平成31年度で184の企業が前向きに

考えているということであれば、こういう企業

に対して、就職を希望する際に誰かが動いてく

れなければいけない中で、その人の面倒を見て

いらっしゃる保護司の方とかいると思うんです

けれど、そこに行政もかかわることによって、

より充実した相談ができる気がするんですよね。

見守るだけでは進まないと思うものですから。

184件の中で９件は少なすぎるかなと思うの

で、少なくとも１割程度のものは何とか確保す

る努力をしてほしいなと、お願いしておきます。

それだけの希望があるなら、もう少し働きかけ

ることで、かなりの企業に就職できるのかなと

期待したいわけであります。要望です。

○小川福祉保健課長 この再犯防止計画に関し

ては、例えば保護観察所であったり、県警であっ

たり、いろんな行政機関が協議会のメンバーに

入っております。その中で、保護観察所であっ

たり、労働サイドのハローワークとかを通じて、

企業への就職等を確保していく体制になってお

ります。

また、福祉におきましては、再犯防止の中で

特性のある方々、例えば高齢者でちょっと認知

症とか、知的障がいがあって、再犯、累犯を繰

り返す方々の就職につきましては、宮崎県地域

生活定着支援センターで、福祉的なケアが必要

な特性のある方々の就労であったり生活支援を

していきたいと思います。

○岩切委員長 先ほど言いました、さまざまな

機関が絡むんですけれど、取り組みの方向性の

数あるものの中で、役割分担がはっきりしてい

ないものがあるとすれば、それはどれになりま

すか。

○小川福祉保健課長 役割分担そのものはでき

ていると思っていますが、一番問題なのは連携

で、例えば今まで再犯防止というのは国の専管

事項でありましたので、地域の地方公共団体等

については、一歩引いたような形でした。先ほ

ど言いましたように、福祉の支援が必要な方々

については手を出すけれども、それ以外は国の

役割だというような形で、なかなか連携がとれ

ていないところがございましたので、やはり役

割分担というよりは、きちんと連携するという

ところが今までは不足していたと思います。

○岩切委員長 具体的に性犯罪者の再犯の問題

は、県で抱えるには非常に厳しいかなと認識し

ておりまして、精神保健福祉センターなどが対
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応しても、恐らく厳しいと思うんですね。

あと、性犯罪の対象者が小児性愛者だったり、

いわゆるペドフィリアというような立場の人で

あると、ますますかかわれないと思いまして、

そこに支援を行うということであると、宮崎に

は人材や施設がないんじゃないかなと思ったも

のですから、分担がないところはないというこ

とであればありがたいなと思ったところです。

○小川福祉保健課長 おっしゃるとおり、なか

なか性犯罪関係は再犯率が高い割には打つ手が

なく、難しいところがございます。

一義的には、例えば刑務所であったり、厚生

施設の中とか、また精神病院の中とかで、ある

程度、教育と言いますか、そういうものが行わ

れた後に罪を償った上で出てくるというふうに

理解しております。

カウンセリングや治療を施し、今後、加害行

為を思いとどませるような体制が、厚生施設で

あったり病院等の中でうまく行われているのか

というと、非常に再犯率が高い現状から、まだ

まだ不十分だと思いますが、そのような人材や

施設につきましても、必要なものがあれば今後

充実をさせていくような形で検討していきたい

と思います。

○満行委員 水道ビジョンについてお尋ねしま

す。

国が広域連携と言っていますが、国が思う地

方の広域連携というのは、平成の合併である程

度達成されており、大きな宮崎市とか都城市と

か延岡市は、それなりのスキルもあって対応さ

れていると思うんですが、本県には依然として

合併もしていない小さな町村も存在します。

何度か市町村との意見交換をされていますの

で、ここでの主な意見等をお聞かせいただきた

いと思います。

○木添衛生管理課長 例えば、平成の市町村合

併がありまして、大きな市では旧町の統合とか、

あと簡易水道の統合とかがまだ残っており、そ

ういうところが結構負担になっているというこ

とです。またその枠を超えた広域連携となると、

二の足を踏んでいるというところがあります。

それと、広域化については、総論的にはほと

んどの市町村が前向きな回答をしているのです

が、個々の話になりますと、そういういろんな

事情があるようでございます。

あと、もちろん耐震化とか老朽化の問題とか

の意見があったわけなんですが、一つ気になる

のが職員の問題で、職員が少しずつ減っている

ことと、一番極端なのが、経験年数の少なさが

数値にもあらわれているんですが、それが顕著

にあらわれているというところがあります。

○満行委員 大きな市は、上下水道が一本化し

て、数十名という技術職とか専門集団がいるん

ですが、小さな町村では水道係の担当は１人と

か２人というところで、ここに書いてあるよう

に、50年、100年を見据えた計画とか、計画的な

設備の更新とか、積み立てとかいろんな部分で

やっぱり厳しいところもあると思うんですよね。

そこら辺もしっかり検討して支援をいただき

たいなと思っていますので、よろしくお願いし

ます。要望にします。

○二見委員 16ページの幼児教育無償化の給食

費の助成状況について、ちょっと読んでいてよ

くわからなかったので教えてほしいんですけれ

ど、この２の副食費の免除について国の基準が

書いてありますが、年収360万円未満相当の世帯

の子供は、全員、副食費は免除されるというこ

とですけれども、年収360万円相当以上の世帯の

第３子以降の子供は免除されるということなの

かなと思うんですが、その次の多子カウントの
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方法の中身が、２号認定というのは３歳から５

歳児のことだと思うんですけれども、その３歳

から５歳児が第３子になるということになると、

小学校就学前の子というのは、要するに３歳か

ら５歳児のことで、どういう子が第３子以降の

子供になるという、その基準がよくわからない

んですけれど、ここをどのように理解すればい

いのか、ちょっと御説明いただけますか。

○児玉こども政策課長 この第３子の数え方に

ついては、今の二見委員の御質問でいくと、小

学校就学前ですので、単純に５歳と４歳と３歳

の子供がいたときに、その３歳の子供について、

副食費が国の基準によれば免除されるというこ

とになります。

○二見委員 ということは、年子が３人そろわ

ないと、その３人目は免除されないということ

なんですかね。

○児玉こども政策課長 国のこの基準では、そ

ういうことになっております。

○二見委員 では、次の１号認定の場合は小学

校３年生まで認められるということなので、３

年生、２年生がいて幼稚園児がいたら、その幼

稚園児が免除されるというようなシステムに

なっているということなんですね。（「はい」と

呼ぶ者あり）わかりました。その中で、次に３

として、市町村独自の助成状況が始まっていま

すけれども、これは給食費の助成ですが、子供

に関しては医療費の助成に関してもさまざまな

議論があった中であります。市町村による子供

誘致合戦じゃないけれども、そういう過当競争

的な状況があって、できれば国一律のしっかり

した基準をつくってほしいという思いがあるん

ですけれども、県としては、これをどのように

考えていくおつもりなんですか。

やはり国の基準をしっかり守っていくという

スタンスなのかなと思ってしまうんですけれど

も、宮崎県としての取り組みの基準というのを

つくることもないのかなと。新しく始まったば

かりの制度なので、今後それぞれがばらばらに

動いていくよりも、一本の方向性を見出すこと

が必要ではないかなと個人的には思うんですが、

いかがでしょうか。

○児玉こども政策課長 この３の市町村独自の

助成状況のところをごらんいただくと、これま

でも各市町村ではさまざま支援策を行っており

ます。

今回、無償化になったということで、これま

での支援を延長していくところもあります。そ

れぞれの各市町村がいろんな事情を抱えておら

れて、子育て世帯への支援策を講じておられる

中で、何を優先して取り組むかということで、

このような状況になっていると思っています。

ここに記載しておりますように、例えば市レ

ベルでいくと、えびの市、串間市といったとこ

ろが、独自の助成を行うと記載していますが、

それ以外の人口規模が大きい宮崎市、都城市、

延岡市といったところは、なかなかここの部分

での独自助成は出てきていない状況で、これは

やはり、それぞれどこの支援策を重んじるかと

いうことでの御判断だろうと思っております。

委員がおっしゃいましたように、県としても

いろんな子育て支援の施策を講じているところ

なんですが、今回の無償化というのは、そもそ

もが子育て世帯の経済的な負担を軽減するとい

うことを、国が制度化されたものと認識してお

りますので、基本的には、まず我々はこの無償

化の制度そのものをしっかり円滑に進めないと

いけないと思っているんですけれども、ただ、

そこについて県として、委員がおっしゃられた

何か施策をというところについては、現時点で
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そういった考えはまだ持っておりません。

○二見委員 これからどういう変化が起こって

くるのかわからないですけれども、今、説明の

あったように子育ての保護者負担を減らすとい

う意味と、そこを今回の増税分で賄うというの

は、みんなでそれを負担しようという思いがあ

るんだと思うんですよね。

そうした中で、市町村独自の助成は、こうい

う全体で支えようとしているところに対する、

ある意味の個人プレーになってくるわけなんで、

ちょっとそこら辺をもう少し整理していく必要

性もあるのかなと。ただ、地域によっては、人

口減少とか喫緊の課題であるところもあるので、

そこら辺を今後どう考えていくべきなのか、自

分もいろいろと調査、研究していかないといけ

ないとは思っているところでした。

とにかく、先ほどは基準がよくわからなかっ

たのでお聞きしたんですけれども、そもそもの

基準のあり方がどうなんだろうなと、２号認定

のことに関しては、ほぼあり得ないような内容

だと思うので、この辺もいろいろと国とも、協

議していく必要もあるのかなと思いました。

○児玉こども政策課長 二見委員がおっしゃっ

たように、今回、子育て世帯の経済的な負担を

軽減することを目的に、幼児教育・保育の無償

化が導入されたところでありますが、実際、県

内でも市町村においてこういった独自助成によ

るところの差が生じているところでございます。

我々としては、やはりこういう差が生じること

は決して好ましいものではないと思っておりま

す。制度ができたところではあるんですけれど

も、やはり各市町村においてもいろいろやっぱ

り苦労されているところもあります。今後の状

況はしっかり把握してまいります。やっぱり地

方の実情をしっかり踏まえたものに、なるべき

ものだというふうに思っております。

○岩切委員長 関連で何かありますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 それでは、以上をもって質疑を

終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午前11時54分再開

○岩切委員長 委員会を再開いたします。

その他、何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○岩切委員長 以上をもちまして、本日の委員

会を終わります。

午前11時54分閉会
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